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令 和 ７ 年 第 １ １ 回 和 光 市 教 育 委 員 会 定 例 会 日 程 

 

        令和７年１１月２０日（木曜日）午後１時３０分開会 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 教育長の報告 

日程第３ 付議案件 

      議案第３５号 和光市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 

             関する条例施行規則を定めることについて 

      議案第３６号 午王山遺跡保存整備検討委員会設置要綱を定めることについ 

             て 

日程第４ 協議・報告事項 

      （１）令和７年度全国学力・学習状況調査及び埼玉県学力・学習状況調査結 

         果概要について 

      （２）和光市教育支援センターの移設について 

日程第５ その他（教育委員諸報告・委員質問・事務局報告など） 
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出席委員（５名） 

     教育長                      石 川   毅 

     教育長職務代理者                 山 田   実 

     委 員                      村 中 秀 人 

     委 員                      牧   江利子 

     委 員                      天 内   綾 

─────────────────────────────────────── 

欠席委員（なし） 

─────────────────────────────────────── 

議事参与者 

     教育委員会事務局教育部長             横 山 英 子 

         〃   次長兼教育総務課長        大 塚 欣 也 

         〃   次長兼学校教育課長        辻   英 一 

         〃   生涯学習課長           細 野 千 恵 

         〃   スポーツ青少年課長        森 谷 聡 子 

─────────────────────────────────────── 

傍聴人（なし） 
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開会 午後 １時３１分 

 

○石川教育長 それでは、初めに、今年度の埼玉県の優秀な教職員表彰ということで、第

四小学校の本間麻衣先生が受賞されましたので、御報告させていただきます。 

  それから、このところ朝晩大分寒くなってきましたけれども、市内の小中学校ではイ

ンフルエンザがかなり流行しています。後ほど学校教育課のほうから説明もあるかと思

いますけれども、教育委員会事務局のほうからは、感染対策と同時に蔓延防止の観点か

ら、児童生徒の健康状態を適切に把握して、学級閉鎖などの判断をするように指示をし

ております。委員の皆様も、くれぐれも健康には御留意いただければというふうに思い

ます。 

  それから、本日、会議終了後には、教育支援センターの視察を予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第に従って進行してまいります。 

─────────────────────────────────────── 

◎会議録署名委員の指名について 

○石川教育長 日程第１、会議録署名委員の指名について。 

  第11回の署名委員は山田委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○山田委員 はい。 

─────────────────────────────────────── 

◎教育長の報告 

○石川教育長 日程第２、教育長報告をします。 

  資料１を御覧ください。 

  ２日日曜日、第23回スポーツ体験フェスタを参観いたしました。 

  ５日水曜日、定例校長会議を開催し、午後は、第２回和光市文化財保護委員会に出席

をいたしました。 

  ６日木曜日、令和８年度当初の教職員の人事異動に係るヒアリングを行いました。 

  ７日金曜日、第３回埼玉県都市教育長協議会定例協議会に出席をいたしました。その

後、姉妹都市であるアメリカ・ロングビュー市のインターナショナルプログラムコーデ

ィネーターが来庁されて、ロングビュー市のこどもたちと和光市のこどもたちの交流に

ついての意見交換を行いました。 
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  ９日日曜日、市民まつりに参加をいたしました。 

  10日月曜日、令和８年度当初の教職員人事異動に係るヒアリングを行いました。 

  11日火曜日、令和７年度第２回和光市公共施設マネジメント推進委員会に出席をいた

しました。午後は、第２回公民館運営審議会に出席をしました。その後、今後、市役所

で導入される文書管理システムの操作の説明を受けました。 

  12日水曜日、第二中学校研究発表会に出席をいたしました。 

  13日木曜日、定例教頭会議を開催し、午後は、給食協会理事会に出席をいたしました。 

  16日日曜日、白子コミセンまつりを参観いたしました。 

  17日月曜日、第三中学校創立50年記念式典に出席をし、午後は、令和８年度校長・教

頭候補者選考結果通知を受領しました。 

  18日火曜日、第四小学校研究発表会に出席をいたしました。 

  19日水曜日、和光市小・中学校音楽会を参観いたしました。 

  20日木曜日、本日ですが、定例教育委員会を開催しているところです。 

  21日金曜日、北原小学校記念式典に出席をし、午後は、埼玉県市町村教育委員会教育

長研究協議会に出席をします。 

  25日火曜日、下新倉小学校記念式典に出席をし、午後は、政策会議、デジタルトラン

スフォーメーション推進本部に出席をします。 

  26日水曜日、指導に係る学校訪問ということで第三小学校を訪問し、授業を参観しま

す。 

  27日木曜日、和光市議会12月定例会に出席をいたします。 

  28日金曜日、令和８年度当初の２回目の管理職人事ヒアリングということで、南部教

育事務所を訪問いたします。 

  教育長報告については以上になります。 

─────────────────────────────────────── 

◎付議案件 

○石川教育長 続いて、日程第３、付議案件。 

  本日の付議案件は２件です。 

  議案第35号 和光市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

施行規則を定めることについて。 

  それでは、担当課から説明をお願いいたします。 
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○辻次長 議案第35号 和光市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例施行規則を定めることについてです。 

  資料の２を御覧ください。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる

マイナンバー法では、法定内で特定個人情報取扱事務、地方公共団体内の機関の間で事

務に必要な特定個人情報の提供について、条例に定めることで行うことができると規定

されていて、条例では大枠を定めて、具体的な事務、特定個人情報に関しては、施行規

則のほうで定めています。 

  令和７年９月議会において、和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例を定めることが可決され、次のページにあるとおり、次の次

ですね、すみません、黄色とか赤字が見えるところになろうかと思います。こちらにあ

るとおり、赤字、黄色の部分があるかと思います。そこが条例の別表１と別表３で追加

されているかと思います。 

  もともとの条例においても、その中の青字にあるとおり、教育委員会に関する事務が

あったと、教育委員会に関する事務があり、本来は、そのための規則を教育委員会で制

定すべきところ、市長部局の規則に含まれており、教育委員会では定めておりませんで

した。今回、条例の改正により、新たに執り行う事務が増えたタイミングで、既存の事

務も含めた規則を教育委員会で今回、制定するものとなります。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○石川教育長 それでは、御質問、御意見ございましたら、よろしくお願いいたします。 

  従来は市長部局の規則を使っていたものを、今回は教育委員会で新たに規則を定める

ということですね。 

○辻次長 はい。 

○石川教育長 内容としての変更は何かあるんですか。 

○辻次長 今見ていただいた黄色の部分が新たに付け加わっているもので、それと併せて

青字があるかと思うんですけれども、青字は、もともと今回の９月の議会で改正する前

から書いてあった内容ですから、青字のほうはもともと市長部局の規則で対応していた

んですけれども、教育委員会でつくったほうがいいだろうということで、ちょうど条例

が変わるタイミングで、黄色が加わるタイミングで、青字の部分も赤字の部分もセット

で、前のページにある規則の中に全部盛り込んだ、そういう形になります。 
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○石川教育長 いかがですか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○石川教育長 それでは、質疑を終了させていただきます。 

  採決します。議案第35号 和光市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例施行規則を定めることについて、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○石川教育長 異議なしの声がありましたので、異議なしと認め、議案第35号 和光市教

育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則を定めることに

ついては、原案のとおり承認されました。 

  次に進みます。 

  議案第36号 牛王山遺跡保存整備検討委員会設置要綱を定めることについて。 

  担当課から説明をお願いいたします。 

○細野課長 議案第36号を説明いたします。 

  生涯学習課では、国の史跡として指定を受けた午王山遺跡について、令和４年３月18

日付で策定した『史跡午王山遺跡保存活用計画』に基づいて各種の取組を行っていると

ころです。 

  午王山遺跡の整備を具体化するためには、今後は、『午王山遺跡整備基本計画』を策

定する必要がございます。また、午王山遺跡は急な斜面地を含んでおりますので、その

保護対策についても、できるだけ早めに検討に着手したいと考えております。 

  そこで、保存や整備に関するいろいろな課題について、有識者による専門的な見地か

ら御指導や御助言をいただくために、新たに「午王山遺跡保存整備検討委員会」を設置

するための要綱を設けたいと考え提出したものとなります。 

  委員会の構成といたしましては、考古学に学識経験をお持ちの専門家の方に加えまし

て、造園学、地盤工学といったジャンルに対して専門的な方をお招きし、今後の保存・

整備に必要な分野の有識者で構成したいと考えております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  それでは、御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。 

  よろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

○石川教育長 それでは、質疑を終了させていただきます。 

  採決します。議案第36号 牛王山遺跡保存整備検討委員会設置要綱を定めることにつ

いて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○石川教育長 異議なしの声がありましたので、異議なしと認め、議案第36号 牛王山遺

跡保存整備検討委員会設置要綱を定めることについては、原案のとおり承認されました。 

  付議案件は以上です。 

─────────────────────────────────────── 

◎協議・報告事項 

○石川教育長 続いて、日程第４、協議・報告事項。 

  本日の協議・報告事項は２件になります。 

  （１）令和７年度全国学力・学習状況調査及び埼玉県学力・学習状況調査結果概要に

ついて。 

  担当課から説明をお願いいたします。 

○辻次長 それでは、順を追って説明したいと思います。 

  まず、全国学力・学習状況調査結果についてです。 

  資料の４－１を御覧ください。 

  本調査は、令和７年４月17日に、小学校６年生と中学校３年生を対象に実施しました。 

  こちらの調査は、主にこれからの未来に向けて身につけるべき学びの力を思考した問

題が示され、例えばどんな問題が出たのかとか毎年話題になるところです。つまり、こ

のような問題が解けるようにこどもたちは学び、教員は指導していくこと、これを見て

いるのが全国学力・学習状況調査になります。 

  また、本調査では、学校での学びの様子や児童生徒の心情、家庭での生活状況等に係

る質問紙調査も実施しています。学力をのばすには、児童生徒の非認知能力や学習方略

も大切な着眼点となってくることから、この質問の回答状況も確認していくことが重要

になると考えております。 

  調査項目は、小学校が国語、算数、理科、中学校が国語、数学、理科です。理科は令

和４年度以来３年ぶりの実施となります。 

  では、資料に基づいて概要について分かりやすく進めていきたいと思います。 
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  まず、表紙１枚めくっていただきます。 

  こちらの左上のところが小学校の結果になります。 

  初めに、国語、算数、理科全体の平均正答率ですが、いずれも国や県の平均を上回っ

ているところです。 

  左上の少し下が小学校の国語になります。領域ごとの表が載っておりますが、平均正

答率は、国や全国を上回っております。 

  棒グラフの下のところに今後の方向性、指導の方向性について示したところです。 

  さらに、国語の力を伸ばすために、機械的に学ぶというふうなことから、目的や意図

をより意識させたり、表現の仕方の意義とか、そういうものを理解させたりしていくこ

とが必要であるというふうに分析しております。 

  次に、今開いている右側ですね、２枚目の表のほうですね、小学校の算数になります。 

  こちらも全領域で国や県の平均正答率を上回っていることから、学力は比較的高いと

いうふうに捉えております。 

  今後の指導の方向性としては、国語とやや似ているんですけれども、どうしてそうい

う答えになるのか。また、どうしてそういう方法が、式の方法ですね、そういうものが

よいのかなど、理由や意味などを説明できるようにしていくような指導が必要かと考え

ております。 

  ２枚目をめくっていただきまして、次に、左側、理科になります。 

  こちらも全領域で国や県の正答率を上回っております。表の中の記述式というところ

が、やや全体的な正答率が低く、県や全国の平均ともあまり差が見られないところから、

説明する力を伸ばしていく指導、このあたりを今後の授業の中に組み込んでいくことが

必要であると考えています。 

  その右側から今度は中学校の結果になります。 

  一番上のほうに中学校概要の全体の平均正答率等があります。いずれも国や県の平均

を上回っているところです。 

  なお、理科につきましては、この数字が正しいんですけれども、平均のＩＲＴスコア

ということで、その数字ということなので、500とか、503、502という数字になってい

るというふうに捉えてください。 

  このＩＲＴにつきましては、次に説明する埼玉県学力・学習状況調査結果のテストの

方式になるんですけれども、いわゆる項目反応理論という理論を用いて、年度ごとの問
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題の難易度を限りなく排除したテストになっているということです。 

  埼玉県の学力・学習状況調査のほうは、そのことを生かして一人一人の伸びを見てい

くということが主眼になっておりますけれども、理科のほうも、３年ぶりのテストにな

りますので、難易度とか問題の質の違いというふうなことを配慮できるような形で、今

回、この方式が使われているということです。 

  前に説明したかもしれませんけれども、視力検査、Ｃのようなマークを使いますが、

あれは1.0とかを測るときに、必ず同じ問題を指しているとは限らないけれども、1.0と

か0.8ということが判定できるんですけれども、それと同じように、違う問題であって

も、この子の学力はこのぐらいの推定があるんだというふうなことを測る、そういう内

容になっているというふうなものなります。すみません、説明が長くなりまして。 

  今の全体の平均のところは、その下ですね、国語になります。領域では、知識・技能

で国や県の平均を下回りましたが、ほかは上回っている状況になります。 

  今後の方向性、昨年とちょっと同じなんですけれども、記述など自分の考えを表すこ

とにやはり課題がまだあるのかなというところですので、今後も自分の考えを様々な形

で書くのもそうですし、話すのもそうなんですけれども、そういう機会を増やしていく

ことが必要であるというふうに考えています。 

  続きまして、１枚めくっていただいて、向かって左側、数学になります。 

  こちらは全領域で国や県の平均正答率を上回っているところもありまして、学力は比

較的高いかなというふうに捉えております。 

  今後の指導の方向性としては、やや無解答率が高いというところも出ておりますので、

二極化がちょっと出ちゃっているのかな、つまずきのある生徒への支援を少し力を入れ

る必要があるかなというふうに考えております。 

  最後に、向かって右側の文字ばかりのところになりますが、理科になります。 

  先ほど説明したとおり、学校ごとにやっている問題が違いますので、領域ごとの平均

正答率の算定は行わず、傾向と分析のみを記載させていただきました。詳細は後でお読

みいただければと思います。 

  全体的な傾向としては、基本的な知識・技能は身についているかなというところなん

ですが、例えば結果の予想ですとか、仮説を検証するだとか、論理的に実験等を通して

考えていくという力、ここをさらに力を入れていくことが必要であるというふうに考え

ております。 
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  雑駁ですが、全国学力・学習状況調査の結果については以上となります。 

  すみません、後のほうに質問紙のほうがあります。ごめんなさい、その説明を忘れて

しまいました。 

  その後ろから、小学校、中学校の質問紙の内容になります。 

  全体的には、県や全国との平均の数値がやや低いところはあります。三角の印がやや

目立っているところはありますが、昨年度よりも少し改善が見られるところもあるかな

というふうに捉えております。 

  こどもたちに学びの楽しさとか、それから学校の楽しさというところをもう少し伝え

られるように、各学校で学校文化みたいなところをもっと醸成できるように努めていけ

たらというふうに考えております。 

  すみません、全国のほうは以上です。 

  続きまして、資料４－２、埼玉県学力・学習状況調査の結果になります。 

  先ほど申し上げましたので説明は割愛しますが、こちらの学力調査は、小学校４年生

から中学校３年生を対象とし、一人一人の伸びを見ていけるようにというふうなことで、

ＩＲＴの理論を用いた調査となっています。教科は、小学校は国語、算数、中学校は国

語、数学、英語となります。 

  では、１枚めくっていただきまして、結果について説明します。 

  まず、表紙をめくっていただいた見開きが小学校の国語になります。 

  おおむね県の平均を上回っていることから、着実に国語の力を伸ばしているというふ

うに捉えられる一方で、全体的な平均正答率、やや低いかなというところがありますの

で、全体的にもう少し力を伸ばしていかなければならないなというふうに捉えておりま

す。 

  続きまして、１枚めくっていただきまして、今度、小学校の算数です。 

  こちらは平均で見ると、県の平均を上回っているところです。おおむね着実に力をつ

けられているところがあるかなというふうに思います。 

  続きまして、１枚めくっていただいて、今度、中学校になります。 

  中学校の国語です。平均正答率はおおむね県の平均を上回ったところですが、向かっ

て右側のところ、やや三角がついているところがあります。ここは学力を伸ばした生徒

の割合なんですが、昨年度は全ての学年で県の平均を下回ったところですが、今年はそ

の部分、少し改善が見られて、１年生と３年生のところが少し伸びをした割合が増えて
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いるところです。 

  １枚めくっていただいて、中学校の数学になります。 

  こちら平均正答率、県よりも上回っておりまして、学力の伸びも昨年度に比べて改善

が見られておるところです。 

  それから、もう１枚めくっていただいて、最後、中学校の英語になります。 

  こちらも平均正答率、県の平均を上回っておりますし、学力を伸ばした割合も県より

も高い状況が見られるというところです。 

  次、また１枚めくっていただくと、質問紙の結果になります。 

  一番最後までめくっていただくと、質問紙の文章の内容がありますので、後ほどこち

らを御覧いただければと思います。 

  戻っていただいて、質問紙調査から抜粋したものが左側、向かって右側が規律ある態

度の暗い表になっているものになります。 

  左側の質問紙調査の結果のほうでは、将来の夢を持っているとか、学級での生活につ

いて、それから、住んでいるところへの興味関心について県平均を下回る学年が多かっ

たことから、改めてこちらについては、引き続き学校と改善を図る方向性を検討してい

きたいと思います。 

  向かって右側の規律ある態度です。 

  整理整頓のところが毎年なかなか数字が、全県的にも難しいところはあるんですけれ

ども、あいさつの部分ですね、⑤番ですね、真ん中辺り、ここについては、一番最後の

ページの説明にも書いたんですけれども、だんだん改善傾向というか、できるというふ

うなところのこどもたち増えている状況にあります。 

  大変長くなって申し訳ございませんでした。全国、それから県の学力・学習状況調査

の結果の説明、以上となります。 

  最終的には、こちらはホームページのほうにアップする予定でございます。 

  以上です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  それでは、御質問、御意見ございますか。 

  どうぞ。 

○天内委員 質問よろしいですか。 

  後に御説明いただいた埼玉県の学力調査のほうですが、国語と数学で学力を伸ばした
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生徒の割合が去年よりも少し増えているとお話いただいたかと思いますが、何か具体的

な取組をして、この結果につながったと思われるような変化はあったのでしょうか。 

○辻次長 特別にというふうなところの市全体の取組というところはないんですが、こち

らの結果については、校長会、教頭会のほうで、ここでお話しするような内容について

は伝えておりまして、あと学校訪問ですね、そういうところの中で結果等に触れており

ますので、市全体の傾向、それから、もちろん各学校では、テストの全国ですね、こち

らの問題を先生方が解いて、どういうふうに答えることがいいことなのというふうなこ

とを夏休みにやっておりますので、そういう中で中学校のほうは、国語、数学の専門の

教科の担当のほうが、具体的に自校のこどもたちの実情に合わせて指導等を改善してい

るというふうなことかなというふうに思います。 

○天内委員 分かりました。それぞれの学校で工夫されながらということですね。ありが

とうございます。 

○石川教育長 ほかにございますか。お願いします。 

○山田委員 すみません、基本的なことなんですけれども、正答率というのは、受けた生

徒さん全員の平均値という考え方でよろしいですか。 

○辻次長 はい。 

○山田委員 そうすると、成績のいい子とできなかった子というのが混在しているわけで

すね。あまりできなかったこどもたちという、その辺の情報をしっかり把握していて、

それも、やはりここには出ていないけれども、今後の教育の中で生かしていくという考

え方で、全体的だと上がっていても、上が多くて下も多くては困ってしまうので、その

辺、ちょっと考えて。 

○辻次長 今、御指摘いただいたとおり、特に埼玉県の学力・学習状況調査のほうは、一

人一人の問題の回答の傾向ということまで全て情報がありまして、様々なその情報をク

ロス集計したりしながら、こういう指導法がこどもたちに効果的ではないかとか、先ほ

どおっしゃったような、例えばつまずきのあるこどもたちには、先生のこういう指導法

がいいんじゃないかというふうなところの分析までできるように設計されておりますの

で、そのあたりを夏休みに具体的に各学校で研修、会議等を行って、これらの結果を基

に、時期的には２学期になっちゃうんですけれども、各学校で学力向上のプランを作成

して実施している状況でございます。 

○山田委員 分かりました。 



－13－ 

  続けてよろしいですか。 

○石川教育長 はい、どうぞ。 

○山田委員 それと、後ろのほうの学習状況調査というところなんですが、先生が最初に

言われた、この部分には認知能力、非認知能力の部分が入っているというところであり

ますけれども、ここは全体的に全国や県より低いということは、その部分が、多少です

けれども落ちているというところがあって、４番目の将来の夢とか目標というのが、か

なり数字としては、この中で一番落ちているということで、この辺は一番大事なところ

かなと思うんですね。 

  なぜこれがこういう数字になっているのかというところですね。そこは認知能力とか、

そういうところの取組の割合がまだできていないとかということかよく分からないです

けれども、その辺はどういうふうに考えられますか。 

○辻次長 数字が全てですので、結果としてはですね。それで見える部分としては、今年

単年度に限らず、もっともっと伸ばしたいというふうなところもあって、教育振興基本

計画等でも、こちらを指標に挙げておりまして、各学校のほうでは、将来への夢や目標

をもっと持つようにというふうなこと。例えば体験的な活動を増やしたりですとか、ゲ

ストティーチャーを呼んでとかというふうな取組もしているところではあります。その

中での結果が、現状のこういう状況のところで、さらにもっともっとこどもたちが未来

明るいというふうなところを見通せるような指導ですとか、そういう授業の展開をして

いかなければならないというところは、今後さらに追求していかなければならないなと

いうふうに考えております。 

○山田委員 それと５番目の「学校に行くのは楽しいと思う。」というところも低いです

ね。 

  最近の傾向として、活動というか、イベント的なものを学校自体減らしていくという

方向にある。この間、合唱祭、私行けなかったんですが、ああいうものはこどもたちの

学校生活の中で非常にウエートの高い楽しい取組だと思うんですよね。友達同士でやは

り結束してやるというのが非常に、体育祭なんかもそうですけれども、意義あるものだ

と思うんです。だから、やはりそういう行事自体というのは、学校生活で非常に重要な

ポートだと思うので、勉強のアップよりも、そういうところを特に非認知能力を育てる

部分においては非常に重要なところかなと思います。 

  なぜ行事を減らしていく傾向にあるのか、時間数がやはり足りないのかというところ
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に関わってくるのかなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○辻次長 学校行事ですね、これ自体はもちろんこどもたちは本当に楽しみにしていたり

というところで、実際にこれまでで言うと、コロナ禍で出来なかったりだとかというと

ころがあって、それがコロナが収束して、その後、それぞれの学校が戻すものは戻す、

そのままというふうなところ、そのあたりが教育的な効果ですとか、そういうものを考

えながら各学校のほうで対応している中で、そのことがこの結果に表れている可能性も

ありますし、その中でこちらで考えていかなきゃいけないなというところは、大人があ

つらえた行事をやるというよりは、自分たちで、例えば見栄え的には、もう少し質素に

なるかもしれないけれども、むしろ例えばそういう企画をしたりだとか、そういう運営

をしたりだとかというふうに、こどもが主体的に携われるような教育課程を組んでいく

ことの重要性をもっと各校のほうで考えていただいて、それが例えば総合的な学習です

とか、学級活動ですとか、そういうところの充実につながればということで、本来、各

学校のほうの学校訪問では、総合的な学習とかに力を入れていくようにというところで

考えております。 

  そういう中で、こどもがどんどん自分たちでやってみたら、こういうのが面白かった

というふうになれば、ここの部分の将来とか学校の楽しさにつながっていくのではない

かなというふうに思いますので、やっていけたらと思います。 

○山田委員 行事自体が減っているというのは、時間数が足りないというところがありま

すか。減らしていく傾向にあると。 

○辻次長 傾向としては、全国的な、和光市ということではないんですけれども、いわゆ

る教職員の働き方改革の中で、必要なことはしっかりやっていこうと。一方で、これは

行事だけに限らないんですけれども、こういうところはきちんとなくしていって、教員

がいきいきと働けるようにというふうなところもあります。その中で結果として、その

授業時数がいわゆる整理されている部分はあるかなと。実際に行事がその中でどういう

形になっていったのかというのは、各学校のほうでそんなに大きく減っているのはない

かなと思うんですが、なくなっているものもなくはないと思います。 

○山田委員 先生の働き方改革も重要なところだと思います。その地域の方を入れながら、

先生の負担を減らしつつ、こどもたちにいろいろな体験をさせていくというのは重要で

すね。 

○石川教育長 こどもたちが体験するという点で、これまで学校全体でやっていたような
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行事から、学年単位でやるとか、学級単位でやるような行事にシフトしてきている傾向

はあります。ですので、こどもたちが体験する機会は、そんなに減っているという感じ

は、学校としてはしていないんじゃないかなと。 

  ただ、学校全体でやるような大きな行事から、もう少し小回りの利く学年単位、学級

単位での行事に変わってきている傾向はあるかなという感じはします。 

  ただ、その中で、その行事の規模感が小さくなれば、こどもたちがイメージしやすく

なって、自分たちで計画したり運営したりというようなことにも携われるので、それは

それで一つのメリットはあるかなという感じはしています。 

○山田委員 ぜひそういう方向で。 

○石川教育長 牧委員ありますか。 

○牧委員 私、単純な感想なんですけれども、何で和光市って学力高いんだろうと思って、

かつては県でも１位、２位、中学校で１位、２位取ったりとか、いつも見ても平均より

高いですって。何で高いんだろうと思って、それは都市部、山間部とか関係あるのかな

とか、そういう地域と関係あるのかなとか、多分この中で学校の格差があると思うんで

すね、市内の中でも。そうしたときに、それって中心部、和光市の駅を中心にして遠い

ところと近いところって、何かその差があるのかなとか、そういう単純に、何で高いん

だって思いました。 

○石川教育長 少し前まで、和光市の小学校も中学校も、国語の力が弱かったんですね。

国語の力が弱いということで、いろいろな学校で先生方が国語の力をどうやって伸ばせ

るかという研修をかなりやったんです。今年度も第四小学校でかなり先進的な国語の研

究を行って、先日、その研究発表会が行われたんですけれども、文部科学省のホームペ

ージでも、その様子も載っていますので、ぜひ御覧いただければと思うんですが、やは

りここに課題があるとなったときに、学校の先生たちが一丸となって研究を進め、こど

もたちの力を高めようというところは、一定の学力を高めて底上げしていくものにはな

っているかなと。そして、市内のどこかの学校で研究発表会が行われると、必ず市内の

ほかの学校は見に行くんですね。見に行って、その研究の成果を自分の学校に取り入れ

ようとするという傾向はありますので、その点では質問紙調査で課題がいっぱい出てい

ますので、このあたりも今後、校内で研究してもらえると、将来の夢や目標を持たせる

ためにはどうしたらいいかという研究をしていくと、このあたりも高まっていくのかな

という感じはしています。 
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○山田委員 ぜひやってほしい。 

○石川教育長 ほかこの点はよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○石川教育長 それでは、続けて、（２）の和光市教育支援センターの移設について説明

をお願いいたします。 

○辻次長 現在、本町小学校の２教室分を活用し、６名のスタッフにより教育相談や就学

支援、適応指導教室の運営等を行っております。開所当時、本町小学校は単学級が幾つ

か、１つの学年に１つしかクラスがない、そういう状況もありまして、その空き教室の

有効活用として、本町小学校のほうに教育支援センターを設置しましたが、現在は全て

２学級で、なおかつ特別支援学級等も設置しておりまして、学校が自由に活用するスペ

ースの確保が大きな課題となっております。そういうこともありまして、今回、教育支

援センター、適応指導教室、こちらの機能を旧保健センター、このお隣の２階に移設を

するとともに、不登校の児童生徒への支援、これの強化の意図も含めて、適応指導教室

のスタッフの増員等を行って、課題解決を図ってまいりたいと考えております。 

  なお、旧保健センターは、今後、上下水道部が施設を所管しますので、本工事や仕様

等については、そことも調整しながらというふうになりますが、最終的に開所は来年度

の後半になるかなというふうに考えております。 

  この後、今ある、本町小学校の支援センターを視察していただくという予定になりま

す。 

  説明は以上です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  それでは、御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いします。 

○山田委員 １階が上下水道部で、２階を全て…… 

○辻次長 ２階の一部になります。 

○山田委員 一部ですか。 

○辻次長 はい。 

○石川教育長 現在の本町小学校内にある教育支援センター、スペース的にそれほど広い

わけではないんですけれども、スタッフそれぞれが頑張って対応しているわけなんです

が、課題も少なくないんですね。この後の視察の中でそういった課題なども聞いていた

だきながら、皆さんの御意見も、新しい支援センターのほうも、開設に向けてつくって
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いければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  よろしいですか。 

○山田委員 後ほど視察して、そのときにいろいろ。 

○石川教育長 はい。 

─────────────────────────────────────── 

◎その他（教育委員諸報告・委員質問・事務局報告など） 

○石川教育長 それでは、次に、日程第５に移りたいと思います。 

  各教育委員より諸報告があれば、お願いいたします。何かございますか。 

  お願いします。 

○天内委員 ２点ございます。前回の定例会の後、10月30日に朝霞地区の教育委員会連合

会の管理職合同研修会に参加してまいりました。 

  講演を聞く会で、教育漫才を核にした学校での取り組み内容で講演をいただいていま

す。 

  以前、校長をされていた方で、笑顔あふれる学校づくりを軸にした取組をされている

方でした。その中で、不登校の改善に力を入れていて、異変を感じたらすぐ対応する。

あとは、根気強く、その方に対して長くしっかり対応する取組をしている報告でした。

細かいことでも小さいことでも何でもいいので、切らさず続けて対応する大切さ、学校

と家庭がちゃんと同じ方向を向いて対応ができるようにというところに気をつけられて

いたようです。 

  温かいコミュニケーションを持ち続けるというところで、教育漫才というところにた

どり着き、学校の中でいろいろ取り組みを行いこどもたちの触れ合いを大事に笑顔あふ

れる教育を行っていました。 

  所感としては、こどもたちが楽しく学校に行けるきっかけづくり、授業だけではなく、

なにか楽しみを持って学校に行けるようにすると学校への意識が変わるよなと改めて思

いました。 

  他に参加された方で補足があれば、後ほどお願いできればと思います。 

  もう１点が、先日、わしゃもんこども助成金の審査会に参加してまいりました。 

  今回、社協で初めて実施するに当たり、応募は３グループでした。こどもたちがやり

たいという想いに対し、サポートする大人がいて、その取り組みに対して助成金を出す

かどうかの審査会でしたが、こどもたちのプレゼンを見ると自らやりたいことに対して、
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すごくきらきらしていて、発表することに関しては、ちょっと恥ずかしいなと思いなが

らも自分たちがやりたいことをしっかり話していたり、発表に向けて、いろいろな準備

にも取り組み、どういうふうに伝えたら伝わるのかなという工夫が見える審査会であり

ました。結果は、改めて社協のほうからありますが、10組まで助成検討するという応募

に対し、初回３組というところでいい機会だったと思います。 

  以上です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  ただいまの報告につきまして何か補足等ございますか。 

○山田委員 学校に笑いがあるというのはいいですね。楽しくなきゃね、しーんとして、

嫌だなと。楽しいのはいいです。漫才でも何でもいいですからね。笑いヨガとかありま

すよね。ああいうのもいいんじゃないですか。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

○山田委員 私のほうから。 

○石川教育長 はい。 

○山田委員 今週、五小のほうの通学路の安全点検、フィールドワークをやってきたんで

すが、教育委員会、または危機管理室、道路安全課の人たちも来ていただいて、３コー

スに分かれて通学路等の点検を行ったんです。やはり道が狭かったり、道路の形状が悪

かったり、横断歩道とかグリーンベルトが消えていたりとか、様々な問題があったんで

すけれども、そういう中でやはり思ったのは、そういうところの整備も大切なんですけ

れども、やはりこどもたちの安全指導というのが一番重要かなと思うんです。整備され

ても、こどもたちが飛び出したり、いろいろな行動をしてしまうと事故に遭い、または

自分が気をつけていても、車が突っ込んできたり、いろいろな事故がありますから、だ

から、常に危機管理というか、持てるような指導をしていく。これは学校もそうですけ

れども、保護者がしっかりこどもたちに、一時停止で止まるのは当たり前、それを親が

止まらないで、すっと行っちゃう方が結構いるので、手本となるような親であってほし

いなというふうに、そういうあってはいけない事故がないようにルールを学校と保護者

と地域と協力して対策をしてほしいなと。 

  以上です。 

○石川教育長 ほかにいかがですか。よろしいですか。 

  どうぞ。 
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○天内委員 今の山田さんの報告で１つ、小学校の４年生ですかね、自転車の教習、学校

で線を引いて、どういうふうに乗ったらいいのというような指導があるかと思うんです

けれども、自転車の法の規制が厳しくなったところもあるので、いま一度、ルールの周

知をするのはいかがでしょうか。自転車は車道を走りましょうとなっていますが、例外

として、道幅が狭く危ない場合だったり、認められる場合は歩道を通ってもいいとなっ

ています。では、具体的にどうしたらよいのか。この道はこういうふうに通ったほうが

いいよねなど保護者も含めて、和光市の中の自転車ルールを一度整理して伝えてあげる

ことをやったほうがいいのかなと思います。 

○山田委員 前にも言ったんですけれども、４年生では遅いのかなと。もう低学年で自転

車を乗り回しているので、だから、早い段階でそういうルールをしっかり守れるような

指導をして、あとヘルメットを着用するというのは、義務づけじゃないけれども、和光

は義務にしちゃいますか。 

○辻次長 部活動は基本的には。 

○山田委員 そうですね。でも、たまにかぶっていない子もいる。だから、小学校でもや

はりかぶるように指導していく。なぜかぶったほうがいいかというのをしっかり親に伝

えたほうがいいと思います。 

  先日、親がかぶっていて、乗せているこどもがかぶっていない自転車を見たんですけ

れども、そういうこともあるので。 

○石川教育長 よろしいですか。 

○山田委員 はい。 

○石川教育長 ほかいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

○石川教育長 それでは、次に、事前にいただいている質問に対する回答を担当課からよ

ろしくお願いいたします。 

○辻次長 山田委員より御質問いただいています。 

  まず、１点目、現在のインフルエンザや新型コロナの感染状況です。 

  本市の小学校、中学校では、インフルエンザ等による学級閉鎖が相次いでいます。今

シーズンの傾向としましては、これまでよりも流行の始まりが早くなったと思います。

本市で最初にインフルエンザ等で学級閉鎖をしたのが10月８日でした。その後、10月に

は小学校５校、10の学級で学級閉鎖。11月は、明日から実施のも含めて小学校７校で23
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学級、うち学年閉鎖が２つありました、その中で。中学校は３校、16学級ですね。うち

学年閉鎖がやはり２学年ありました。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染者は、欠席者の中に少しはいましたが、これ

による学級閉鎖等はありませんでした。 

  現在のインフルエンザや風邪等の症状で欠席する児童生徒の数は、比較的多い状況に

あります。各学校における感染拡大防止の対策、体調不良等のときは無理に登校しない、

十分な休養を取ることなど、各学校でのこどもたちへの指導、そのあたりを強化してい

きたいと思います。 

  ２点目が夏休み明けからの不登校の状況です。 

  各学校のほうに現状を確認したところ、１学期よりも増えてきている状況にあります。

理由は様々、もちろん個々にあるところではありまして、そのあたりに大きく、それま

でも、今年度、特徴的な傾向があるわけではありませんが、これまでも今も各学校は一

人一人の実情を確認しながら、保護者の皆様と確認しながら対応しているところで、今

後も続けていけたらと考えております。 

  ３点目が学校におけるこどもたちの交通安全教育の推進という、先ほど話題になりま

した。各学校においては日頃から、特に下校前のところと、何かそういう事案があった

ときには、朝の会とか、そういうところでも担任の先生からこどもたちに具体的に指導

しているところです。 

  そのほかに、御存じかと思いますが、例えば小学校１年生は交通安全教室。先ほど話

題になりました４年生の自転車運転免許講習ですね。それから、中学校では、昨年度か

らレインボーモータースクールさんと協力をして、全校で交通安全指導ですね、事故に

遭いそうな状況の実演等も交えた指導を行っているところです。 

  説明は以上です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  ただいまの件につきまして何か御質問、御意見ございますか。 

○山田委員 実際に学級閉鎖とかは分かるんですが、どのぐらいのこどもたちがかかって

いるという数字は出ているんですか。 

○辻次長 全部の数字。 

○山田委員 学級閉鎖は何名以上ですか。 

○石川教育長 実際厳密に決まっているわけではないんですけれども、かなりこれから増
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えそうだなという見込みの下に、場合によっては校医さんと相談をしながら、学級閉鎖

をするしないということを決めています。 

○山田委員 人数ではなくて、増えるかどうかの予想。 

○石川教育長 そうですね。実際に休んでいるこどもの中でインフルエンザに感染してい

るお子さんがどのぐらいいて、今朝、健康観察をすると、具合の悪い子が複数名いると。

このまま通常の授業を行っていくと感染が広がりそうだというようなケースに学級閉鎖

ということを考えます。 

○山田委員 分かりました。 

  あと２番目の不登校も増えているというところは、どのぐらい増えているんですか。 

○辻次長 これも具体的にという数字ではないんですけれども、毎年、数字の定義という

言い方をすると、すごく語弊があるんですけれども、やはり出席すべき日数が増えてい

ることの中で、１学期はもともとの出席日数が少ないことから不登校に該当しないとこ

ろもあったりして、２学期に当然出席すべき日数が増えてくると、そこでずっと休んで

いると、２学期になって不登校になるというふうなケースもあるのと、御質問でありま

した夏休み明けというふうなところの事情は、やはり少し夏休みが終わってから学校に

行きたくないというふうなところ、特に小学校は高学年、中学校は１年生がやはりちょ

っと増えてきているという学校からのお話がありました。 

○山田委員 どこかの市の調査で、月に４回、５回だったかな、休んでいるお子さんは、

その後、不登校になるケースが非常に高いというデータを取っているらしいですけれど

も、そういうところもやはり休み過ぎなお子さんに対してそういう傾向があるかどうか

調査して、その辺をしっかりケアしていくということはされているんでしょうか。 

○辻次長 実際に学校というよりは、自分がいたときもそうなんですけれども、ある程度

肌感覚になっちゃうかもしれないんですけれども、当然欠席をするというふうになった

ときには連絡があって、保護者の方との電話等での確認をする。それが２日とか連続に

なったときには、風邪だろうが明確な理由があっても、学校の先生たちは結構それを基

に休んじゃうかもしれないということでありますので、そのケアというか、意識はかな

り今は高いかなと。 

  ただ、意識して電話をたくさん入れたところで、こどもが来るようになるかというと、

必ずしもそうではないところがあったりして、この辺が非常に担任の先生は難しいとこ

ろかなと。時間がほしいという御家庭からの依頼もあったりして、少しそっとしておい
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てくださいというところに対して、そうすることも、本当はたくさんいらっしゃるとか、

本人とも話したいとかというところもあったりして、非常に悩ましい状況があるかな。

先ほどおっしゃったような話は、各学校ではそういう意識はあるかと思います。 

○山田委員 少し時間を置いてとか、そういうケースになった場合は、やはり専門的な方

が入ったほうがいいのかなと思うんです。そこは早く手当てをしてあげたほうが、不登

校にならないで済むという方向に持っていけるんじゃないかなと思いますので、やはり

さっき天内委員さんが言った、学校と家庭がしっかりつながっていないと、どこかで途

切れてしまうと、長い不登校につながってしまうんじゃないかなと。 

○石川教育長 不登校に関しては、我が子が学校に行かなくなったときの保護者の気持ち

というのはかなり複雑だと思うんですね。 

  ただ、そのときに、不登校は誰にでも起こり得ることなんだということをもっともっ

と広く周知していくことはすごく大事なことだと思っているんですね。だからこそ、そ

こで最初の対応を誤らないという言い方は正しいかどうか分からないですけれども、適

切にこどもに接していけるような手立てを我々が発信していくことはすごく大事なこと

かなという気がしているんです。 

○山田委員 最初のやり取りでつまずいちゃうと大変だと思いますので。 

○石川教育長 そうですね。 

○山田委員 大事なところですね。 

○石川教育長 ほかにいかがですか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○石川教育長 それでは、事務局からの諸報告をお願いいたします。 

○大塚次長 それでは、教育総務課から報告させていただきます。 

  私からは、和光市教育振興基本計画に関する報告をさせていただきます。 

  前回の定例会において策定委員会の進捗を報告して、素案提出期限を10月31日まで受

け付けている旨お知らせをさせていただきました。 

  策定委員会の委員からは、意見を一部いただきましたので、それを踏まえて素案の修

正を行っているところです。 

  もし委員の皆様も何か御意見、追加で何かありましたら、来週の26日の水曜日までに

いただければ、まだ対応等は可能かと思いますので、もし何かございましたら御連絡い

ただければと思います。 
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  なお、次回の定例会までの計画に関する動きとしましては、策定委員会を12月６日土

曜日に開催予定で、この中で修正案に対する御意見をいただきまして、その案を再調整

した後、12月定例会でパブリックコメントを実施するための計画の案を御報告して御審

議いただくということになります。パブリックコメントは１月中に実施する予定となっ

ております。 

  また、直前の案内となってしまい申し訳ございませんが、基本計画の改定に当たりま

して、こどもたちの意見を聴く機会を設けたいと思っておりまして、要望に関する意見

交換会を実施することになっております。こちら各校を代表する児童生徒一、二名に御

参加いただいて、自分たちが思う通いたい学校について、各校の意見をまとめていただ

いて意見交換をいただく予定となっております。こちら小学校は11月28日金曜日午後３

時30分から、中学校は12月２日の火曜日午後３時45分から、いずれも１時間程度で実施

する予定で、いずれもウェブ会議で行う予定となっています。 

  こちらウェブ会議でやる関係で、教育委員会の事務局のほうは市役所からウェブで参

加しますので、もし教育委員の皆様も、この意見交換会、御視聴いただけるようでした

ら、見ていただくことも可能です。御都合がよろしければ、ぜひとも御参加いただけれ

ばと思います。御参加いただく場合は、最後にこどもたちの意見交換会において、こど

もたちに対してお言葉をかけていただければというふうに考えております。こちら御参

加できるかどうかについては、11月26日までに教育総務課まで御連絡をいただければと

思います。御参加いただける方には、改めてメール等で詳しい内容について御案内をさ

せていただきたいと思っております。 

  教育総務課からは以上でございます。 

○石川教育長 ぜひ時間の都合が許せば、参加いただければありがたいなと思います。 

○山田委員 場所はどこで。 

○石川教育長 市役所のほうに参加いただければ。 

○山田委員 はい。 

○天内委員 ウェブ参加で別の場所からもできますか。 

○大塚次長 一応参加の仕方については、やり方はまだ検討中になるんですけれども、今

の想定では、市役所の中で参加するパソコンを用意して、その画面をスクリーンに表示

して、それを皆さんに視聴していただく方法を考えています。なので、市役所に来てい

ただいて、意見の交換している状況を視聴するというような方向で今のところ考えてお
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ります。もし市役所に来るのが困難だけれども、確認したいという場合には、また御相

談いただければと思います。 

○天内委員 分かりました。 

○大塚次長 一応、今のウェブ上では、小学校については学校数が９校ありますので、最

初に基本計画の説明をした後、３校ずつにまとまってグループになって議論をいただく

ような形になっていますので、もし３校それぞれやっている様子を見たい場合には、そ

れぞれに参加しているパソコンがある形で見ることができるうようになっているので、

こちらに来ていただいたほうが全部のグループが見やすいのかなと思います。中学校は

３校なので、１つのグループで最後まで意見交換会をやるような形で考えているという

状況です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  続けて学校教育課、お願いします。 

○辻次長 １つだけ、今のこどもからの意見集約で、実はこの前の市民まつりのほうで心

の教育のブースを出したんですけれども、実はそこでも意見の収集を行いました。シー

ルを貼ってもらって、どんな学校がいいかなというふうなところで、またこどもたちか

らも意見をもらって、12月６日のところでは、そのあたりも併せてこどもたちの意見を

反映させていけたらと考えております。 

  以上です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  では、続けて生涯学習課、お願いします。 

○細野課長 生涯学習課は、今お手元にお配りさせていただいているチラシの御案内にな

ります。 

  本市の公民館３館共催事業として人権講座を開催いたします。12月６日土曜日10時か

らということで、毎年12月４日から10日の人権週間に合わせて開催しているものです。

今年は進行性の難病と向き合いながら活動されているシンガーソングライターの方をお

迎えして、歌とお話という形で講演をいただくんですけれども、御予約不要で、中央公

民館のロビーでロビーコンサートという形で開催いたしますので、堅苦しくなく、自然

と出入りしていただけるような形となります。お時間よろしければお越しいただきたい

と思います。 

  そして、二枚目なんですが、この人権講座、実は中央公民館で同じ日に開催いたしま
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すごちゃまぜまつりというネーミングのイベントの特設ステージの１こまとして位置づ

けて今年は開催します。このごちゃまぜまつりは、12月３日からの障害者週間に合わせ

て企画している、中央公民館利用者団体連絡協議会と中央公民館との共催事業になりま

す。この１こまとして人権講座と、あとは体育室でボッチャの体験ブースを設けます。

こちらはスポーツ推進員さんのスポーツ指導という形で実施いたしますので、こちらも

併せて、よろしければ御参加いただければと思っております。 

  生涯学習課からは以上です。よろしくお願いします。 

○石川教育長 それでは、続けてスポーツ青少年課、お願いします。 

○森谷課長 スポーツ青少年課からは、12月のイベントについてお知らせしたいと思いま

す。 

  スポーツ推進委員によるスポーツ指導の予定として、12月16日土曜日、中央公民館会

場イベントのボッチャ指導及び同日に、総合体育館で、ポコ・ア・ポコさんから依頼が

あり、ボッチャの指導を実施します。 

  そのほか、凧づくり教室として育てる会連合会が樹林公園で凧づくりと凧揚げを実施

する予定です。 

  12月７日日曜日は、モルックの指導を白子コミセンで行う予定としてスポーツ推進委

員が実施します。 

  12月13日土曜日は、青少年健全育成作文の表彰式・発表会をサンアゼリアのホールで

予定しています。 

  以上です。 

○石川教育長 ありがとうございました。 

  各課からの諸報告で何か御質問、御意見ございますか。 

○山田委員 コンサートが12時までですね、10時から。体育室も10時からと書いてあるん

ですが、この体育室の中でコンサートと一緒にやるんですか。 

○細野課長 コンサートは中央公民館のロビー、体育室に入る手前のロビーのところでフ

リーで開催いたします。 

○山田委員 分かりました。 

○石川教育長 ほかいかがですか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○石川教育長 では、次回の日程につきまして説明をお願いします。 
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○大塚次長 次回の定例教育委員会の日程について報告いたします。 

  令和７年第12回定例教育委員会は、12月25日に開催予定です。もともと１時半から開

催とお伝えしていたところですが、この日に和光市総合教育会議を開催させていただき

たいということで、これが１時15分から開催するという予定になります。なので、大変

申し訳ないんですけれども、この日は15分早めに会議を開催するということでお越しを

いただければというふうに考えております。総合教育会議を開催して、教育大綱につい

て話をする予定になっております。その後に定例教育委員会を開催したいというふうに

考えております。場所は６階603会議室になりますので、よろしくお願いいたします。 

  日程については以上となります。 

○石川教育長 それでは、これをもちまして第11回教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後 ２時４５分 

 



 

第１１回定例会会議録署名者 

 

 

教 育 長  

 

会議録署名委員  

 


